
【支給対象期間の考え方】

【パターン①：同時在籍】

【パターン②：同時在籍】

【パターン③：保護者の住所地】

※転入日が月途中の場合、転入日の属する月から対象
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４月 ３月

高校生
(第2子)

大学生
(第1子)

在籍期間

在籍期間

支給対象となる
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大学生
(第1子) 在籍期間



【パターン④：保護者の住所地】

※転出日が月途中の場合、転出日の属する月の前月まで対象

【パターン⑤：保護者の住所地】

※受給資格の基準日(12月1日）に住所を有していない。

【パターン⑥：保護者の住所地】

※受給資格の基準日(12月1日）に住所を有していない。
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